
大口町告示第８９号 

 

 大口町中小企業支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

 

  令和５年８月１８日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

 

大口町中小企業支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

大口町中小企業支援事業補助金交付要綱（平成２５年大口町告示第１００号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「中小企業基本法」の次に「（昭和３８年法律第１５４号）」を

加え、同条第４号中「大口町税条例」の次に「（昭和３８年大口町条例第１５号）」

を加える。 

附則を附則第１条とし、同条に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の１条を加える。 

（新紙幣対応に係る補助事業の特例） 

第２条 令和５年度及び令和６年度に限り、新紙幣対応支援事業を第３条の補助事

業とみなす。 

２ 新紙幣対応支援事業の補助対象経費、補助率及び補助限度額は次のとおりとす

る。 

事業の種類 補助対象経費 補助率 限度額 

新紙幣対応支援事

業 

現に大口町内に設置してある自

動販売機、現金収受機、釣銭機

等、無人で金銭を収受する機器

において、新紙幣（令和６年度

に一新する予定の紙幣をいう。

以下同じ。）の発行に伴い金種

識別や真贋判定に対応するため

に紙幣識別機ユニットの交換

等、必要な改修に要する経費又

は機器の更新に要する経費 

２分の

１ 

５０万円を上

限とする。 

３ 新紙幣対応支援事業に係る補助金の交付を受けようとする事業者は、大口町中

小企業支援事業（新紙幣対応支援事業）補助金交付申請書（様式第１の１）に、

必要書類を添付し、町長に提出するものとする。なお、交付申請期間は、事業



 

 

実施後、１年間又は事業実施年度の３月３１日までのいずれか早い期日までと

する。 

４ 新紙幣対応支援事業に係る補助金の交付は、１事業者につき、１回限りとする。 

５ 新紙幣対応支援事業に係る補助金交付手続きに関しては、第５条第１項、第６

条、第８条、第１０条及び第１１条の規定は適用しないものとする。この場合

において、第７条第１項中「前条」とあるのは「附則第２条第３項」と、第１

２条中「前条の補助金の確定通知」とあるのは「第７条第２項の交付決定通知」

と、「確定通知書」とあるのは「大口町中小企業支援事業補助金交付決定通知書」

と、様式第８中「交付額の確定」とあるのは「交付決定」と読み替えるものと

する。 

６ 新紙幣対応支援事業に係る交付申請書の様式については、第６条の規定にかか

わらず次の様式とする。 

  



 

 

様式第１の２（附則第２条関係） 

 

大口町中小企業支援事業（新紙幣対応支援事業）補助金交付申請書 

年   月   日 

 

 大口町長        様 

申請者 所在地 

名 称 

代表者氏名 

担当者（職・氏名） 

連絡先 

 

 大口町中小企業支援事業補助金交付要綱附則第２条の規定により、次のとおり申

請します。 

１ 事業概要 

事業の名称 新紙幣対応支援事業 

事業の内容 

 

 

 

 

 

事業実施期間 年  月  日 ～  年  月  日 

交付申請額       円 

※交付申請額の算定は、別表を参照のこと。 

 

 

 



 

 

２ 対象経費の内訳 

経費区分 補助対象経費 経費内訳 

   

   

   

   

合 計   

（注１）「補助対象経費」は、消費税及び地方消費税を含まない金額をいう。 

（注２）必要に応じて、別紙で作成すること。 

（添付書類） 

①個人の場合は、事業活動を証する書類及び直近の確定申告書の写し  

②法人の場合は、登記事項証明書、定款及び直近の決算書の写し  

③補助対象事業の内容が確認できる書類及び写真 

④補助対象経費の金額が確認できるもの（国、県又はその他団体等から当該補

助事業の実施に関して補助金等を受ける場合は、その交付決定を証する書類

等を含む。） 

⑤補助対象経費に係る支払いの内容が確認できる書類（領収書、振込書等） 

⑥暴力団排除に関する誓約書 

⑦その他町長が必要と認める書類 

同 意 書 

私は、大口町長に対し、大口町中小企業支援事業補助金の交付に必要な町税等

の公簿の閲覧に同意します。 

年  月  日 

所在地 

名 称 

代表者氏名              

 

  



 

 

附 則 

この要綱は、令和５年９月１日から施行し、この要綱による改正後の大口町中

小企業支援事業補助金交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 



 

大口町中小企業支援事業補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（定義）  （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。  

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８

年法律第１５４号）第２条第１項に規定す

る中小企業者をいう。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法第２条第１

項に規定する中小企業者をいう。 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

(4) 町税 大口町税条例（昭和３８年大口町

条例第１５号）第３条各号に規定する税目

をいう。  

 (4) 町税 大口町税条例第３条各号に規定す

る税目をいう。 

附 則 附 則 

（施行期日）  

第１条 この要綱は、平成２５年１０月１日か

ら施行する。 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行

する。 

（新紙幣対応に係る補助事業の特例）  

第２条 令和５年度及び令和６年度に限り、新

紙幣対応支援事業を第３条の補助事業とみな

す。 

 

２ 新紙幣対応支援事業の補助対象経費、補助

率及び補助限度額は次のとおりとする。  

 

事業

の種

類 

補助対象経費 補

助

率 

限度

額 

新紙

幣対

応支

援事

業 

現に大口町内に設置し

てある自動販売機、現

金収受機、釣銭機等、

無人で金銭を収受する

機器において、新紙幣

（令和６年度に一新す

る予定の紙幣をいう。

以下同じ。）の発行に

伴い金種識別や真贋判

定に対応するために紙

幣識別機ユニットの交

２

分

の

１ 

５０

万円

を上

限と

す

る。 

 



 

新 旧 

換等、必要な改修に要

する経費又は機器の更

新に要する経費 
 

３ 新紙幣対応支援事業に係る補助金の交付を

受けようとする事業者は、大口町中小企業支

援事業（新紙幣対応支援事業）補助金交付申

請書（様式第１の１）に、必要書類を添付

し、町長に提出するものとする。なお、交付

申請期間は、事業実施後、１年間又は事業実

施年度の３月３１日までのいずれか早い期日

までとする。 

 

４ 新紙幣対応支援事業に係る補助金の交付

は、１事業者につき、１回限りとする。 

 

５ 新紙幣対応支援事業に係る補助金交付手続

きに関しては、第５条第１項、第６条、第８

条、第１０条及び第１１条の規定は適用しな

いものとする。この場合において、第７条第

１項中「前条」とあるのは「附則第２条第３

項」と、第１２条中「前条の補助金の確定通

知」とあるのは「第７条第２項の交付決定通

知」と、「確定通知書」とあるのは「大口町

中小企業支援事業補助金交付決定通知書」

と、様式第８中「交付額の確定」とあるのは

「交付決定」と読み替えるものとする。 

 

６ 新紙幣対応支援事業に係る交付申請書の様

式については、第６条の規定にかかわらず次

の様式とする。 

 

様式第１の１（附則第２条関係）   

【別記】  

 



（新） 

 

様式第１の２（附則第２条関係） 

 

大口町中小企業支援事業（新紙幣対応支援事業）補助金交付申請書 

年   月   日 

 

 大口町長        様 

申請者 所在地 

名 称 

代表者氏名 

担当者（職・氏名） 

連絡先 

 

 大口町中小企業支援事業補助金交付要綱附則第２条の規定により、次のとおり申

請します。 

１ 事業概要 

事業の名称 新紙幣対応支援事業 

事業の内容 

 

 

 

 

 

事業実施期間 年  月  日 ～  年  月  日 

交付申請額       円 

※交付申請額の算定は、別表を参照のこと。 

 

 

 



 

 

 

２ 対象経費の内訳 

経費区分 補助対象経費 経費内訳 

   

   

   

   

合 計   

（注１）「補助対象経費」は、消費税及び地方消費税を含まない金額をいう。 

（注２）必要に応じて、別紙で作成すること。 

（添付書類） 

①個人の場合は、事業活動を証する書類及び直近の確定申告書の写し  

②法人の場合は、登記事項証明書、定款及び直近の決算書の写し  

③補助対象事業の内容が確認できる書類及び写真 

④補助対象経費の金額が確認できるもの（国、県又はその他団体等から当該補

助事業の実施に関して補助金等を受ける場合は、その交付決定を証する書類

等を含む。） 

⑤補助対象経費に係る支払いの内容が確認できる書類（領収書、振込書等） 

⑥暴力団排除に関する誓約書 

⑦その他町長が必要と認める書類 

同 意 書 

私は、大口町長に対し、大口町中小企業支援事業補助金の交付に必要な町税等

の公簿の閲覧に同意します。 

年  月  日 

所在地 

名 称 

代表者氏名              

 


